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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受信信号から推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得
られる情報に応じて、前記受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御することを
特徴とする通信装置であって、
　前記受信信号を復調し、復調信号を生成する復調手段と、
　前記復調信号を基に周波数オフセットを推定する周波数オフセット推定手段と、
　前記周波数オフセット推定手段で推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波
数オフセットから得られる情報に応じて、前記復調手段の復調動作時に使用するパラメー
タを制御する復調パラメータ決定手段と、
　を有することを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じ
て、周波数オフセットを推定する際に使用するパラメータ、及び、周波数オフセットを補
正する際に使用するパラメータを制御することを特徴とする請求項１記載の通信装置。
【請求項３】
　受信信号の周波数オフセットを補正し、該補正した受信信号を前記復調手段に出力する
周波数オフセット補正手段と、
　前記周波数オフセット推定手段で推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波
数オフセットから得られる情報に応じて、前記周波数オフセット推定手段のオフセット推
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定動作時に使用するパラメータを制御する周波数オフセット推定パラメータ決定手段と、
　前記周波数オフセット推定手段で推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波
数オフセットから得られる情報に応じて、前記周波数オフセット補正手段のオフセット補
正動作時に使用するパラメータを制御する周波数オフセット決定手段と、
　を有することを特徴とする請求項１又は２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記復調パラメータ決定手段と、前記周波数オフセット推定パラメータ決定手段と、前
記周波数オフセット決定手段と、で用いられる前記推定周波数オフセットから得られる情
報が共通である場合に、前記周波数オフセット推定手段で前記推定周波数オフセットから
得られる情報を生成することを特徴とする請求項３記載の通信装置。
【請求項５】
　複数の通信装置を有して構成する通信システムであって、
　前記通信装置は、
　受信信号から推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得
られる情報に応じて、前記受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御し、
　さらに、前記通信装置は、
　前記受信信号を復調し、復調信号を生成する復調手段と、
　前記復調信号を基に周波数オフセットを推定する周波数オフセット推定手段と、
　前記周波数オフセット推定手段で推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波
数オフセットから得られる情報に応じて、前記復調手段の復調動作時に使用するパラメー
タを制御する復調パラメータ決定手段と、
　を有することを特徴とする、通信システム。
【請求項６】
　受信信号から推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得
られる情報に応じて、前記受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御することを
特徴とする制御方法であって、
　前記受信信号を復調し、復調信号を生成し、
　前記復調信号を基に前記推定周波数オフセットを推定し、
　前記推定周波数オフセット、及び、前記推定周波数オフセットから得られる情報に応じ
て、前記復調時に使用するパラメータを制御する、
ことを特徴とする制御方法。
【請求項７】
　受信信号から推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得
られる情報に応じて、前記受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御する処理を
通信装置に実行させるための制御プログラムであって、
　前記受信信号を復調し、復調信号を生成する処理、
　前記復調信号を基に前記推定周波数オフセットを推定する処理、
　前記推定周波数オフセット、及び、前記推定周波数オフセットから得られる情報に応じ
て、前記復調時に使用するパラメータを制御する処理、
を、前記通信装置に実行させることを特徴とする制御プログラム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、基地局、移動端末等の通信装置、その通信装置を有して構成する通信システ
ム、通信装置の制御方法及び制御プログラムに関する。特に、無線伝送チャネルを経由し
て通信を行うことが可能な通信装置、通信システム、制御方法及び制御プログラムに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　一般的なセルラ移動通信システムを構成する図１に示す基地局100’と移動端末200’と
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は、無線伝送チャネルを経由して通信を行っている。基地局100’が複数の移動端末200’
と通信を行うための多重アクセス方式としては、周波数分割多重アクセス（FDMA；Freque
ncy Division Multiple Access）、時分割多重アクセス（TDMA；Time Division Multiple
 Access）、符号分割多重アクセス（CDMA；Code Division Multiple Access）等が挙げら
れる。
【０００３】
　基地局100’と移動端末200’とが無線伝送チャネルを経由して通信を行う場合には、基
地局100’と移動端末200’との双方の受信信号に周波数オフセットが存在することになる
。周波数オフセットが存在する要因としては、例えば、基地局100’と移動端末200’との
間の周波数ずれや、移動端末200’が基地局100’に近づく、または、遠ざかることによっ
て発生するドップラ周波数などが挙げられる。
【０００４】
　このため、基地局100’、移動端末200’は、AFC（Auto Frequency Control；自動周波
数制御）を搭載し、AFCによる周波数オフセットの補正動作を行うことになる。AFCによる
周波数オフセットの補正動作としては、例えば、受信信号を復調し、その復調信号を基に
周波数オフセットを推定する。そして、その推定した推定周波数オフセット、及び、その
推定周波数オフセットから得られる情報を基に、局部発信器の周波数を制御する方法が挙
げられる。また、推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる
情報に応じて、受信信号の各シンボルに対して位相回転処理を行う方法が挙げられる。
【０００５】
　なお、本発明より先に出願された技術文献として、周波数の差異による位相の回転角度
に応じて自動周波数制御の引き込み特性を任意に変更し、引き込み特性を向上させること
が可能な技術について開示された文献がある（例えば、特許文献１参照）。
【０００６】
　また、受信ベースバンド信号に対して周波数偏差補償を行うことで、各マルチパス毎の
周波数偏差補償を実現する技術について開示された文献がある（例えば、特許文献２参照
）。
【０００７】
　また、チャネル推定の確度と、伝送品質とを確実に向上させる技術について開示された
文献がある（例えば、特許文献３参照）。
【０００８】
　また、高精度な周波数偏差を検出可能な技術について開示された文献がある（例えば、
特許文献４参照）。
【特許文献１】特開２００５－２６０４３８号公報
【特許文献２】特開２００１－１６１２０号公報
【特許文献３】特開２００３－１３３９９８号公報
【特許文献４】特開２００５－２８６７５９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　しかし、上記特許文献１、２には、受信信号の復調動作時に使用するパラメータを制御
する点については何ら記載もその必要性についても示唆されていない。このため、上記特
許文献１、２の技術では、受信信号の復調動作を精度よく行うことができない虞がある。
【００１０】
　また、上記特許文献３、４にも、受信信号の復調動作時に使用するパラメータを制御す
る点については何ら記載もその必要性についても示唆されていない。
【００１１】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、上述した課題である、受信信号の復
調動作を精度よく行うことが可能な通信装置、通信システム、制御方法及び制御プログラ
ムを提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【００１２】
　かかる目的を達成するために、本発明は、以下の特徴を有することとする。
【００１３】
　＜通信装置＞
　本発明にかかる通信装置は、
　受信信号から推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得
られる情報に応じて、前記受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御することを
特徴とする。
【００１４】
　＜通信システム＞
　また、本発明にかかる通信システムは、
　複数の通信装置を有して構成する通信システムであって、
　前記通信装置は、
　受信信号から推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得
られる情報に応じて、前記受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御することを
特徴とする。
【００１５】
　＜制御方法＞
　また、本発明にかかる制御方法は、
　通信装置で行う制御方法であって、
　前記通信装置は、
　受信信号から推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得
られる情報に応じて、前記受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御する工程を
行うことを特徴とする。
【００１６】
　＜制御プログラム＞
　また、本発明にかかる制御プログラムは、
　通信装置に実行させる制御プログラムであって、
　受信信号から推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得
られる情報に応じて、前記受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御する処理を
、前記通信装置に実行させることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、受信信号の復調動作を精度よく行うことが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　＜通信システムの概要＞
　まず、図２を参照しながら、本実施形態の通信システムの概要について説明する。
【００１９】
　本実施形態における通信システムは、複数の通信装置（基地局；100、移動端末;200に
相当）を有して構成する通信システムである。そして、通信装置100、200は、受信信号か
ら推定した推定周波数オフセット、及び、その推定周波数オフセットから得られる情報に
応じて、受信信号を復調する際に使用するパラメータを制御する。これにより、通信装置
100、200は、受信信号の復調動作を精度よく行うことが可能となる。以下、添付図面を参
照しながら、本実施形態の通信システムについて詳細に説明する。
【００２０】
　＜通信システムのシステム構成例＞
　まず、図２を参照しながら、本実施形態の通信システムのシステム構成例について説明
する。
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【００２１】
　本実施形態における通信システムは、基地局100と、移動端末200と、を有して構成する
。
【００２２】
　本実施形態における基地局100と移動端末200とは、無線伝送チャネルを経由して通信を
行うものとする。基地局100が複数の移動端末200と通信を行うための多重アクセス方式と
しては、周波数分割多重アクセス（FDMA；Frequency Division Multiple Access）、時分
割多重アクセス（TDMA；Time Division Multiple Access）、符号分割多重アクセス（CDM
A；Code Division Multiple Access）等が挙げられる。
【００２３】
　＜基地局；100、移動端末；200に搭載される受信装置の内部構成例＞
　次に、図３を参照しながら、本実施形態の基地局100、移動端末200に搭載される受信装
置の内部構成例について説明する。基地局100と、移動端末200と、の受信装置の内部構成
例は、ほぼ同様に構成するため、以下の説明では、受信装置として説明する。
【００２４】
　本実施形態における受信装置は、受信アンテナ部101と、無線受信部102と、周波数オフ
セット補正部103と、復調部104と、周波数オフセット推定部105と、周波数オフセット決
定部106と、周波数オフセット推定パラメータ決定部107と、復調パラメータ決定部108と
、を有して構成する。
【００２５】
　受信アンテナ部101は、受信信号を受信するものである。本実施形態における受信アン
テナ部101の構成は、特に限定するものではなく、あらゆる構成で受信アンテナ部101を構
成することが可能である。また、受信アンテナ部101を構成する受信アンテナ素子の数や
その受信アンテナ素子の配置方法も特に限定するものではなく、任意に構築することが可
能である。
【００２６】
　無線受信部102は、受信アンテナ部101が受信した受信信号を受信するものである。本実
施形態における無線受信部102の構成は、特に限定するものではなく、あらゆる構成で無
線受信部102を構成することが可能である。例えば、無線受信部102は、ローノイズアンプ
、帯域制御フィルタ、ミキサ、局部発信器、AGC（Auto Gain Controller）、直交検波器
、低域通過フィルタ、アナログ・デジタル変換器等で構成することが可能である。
【００２７】
　受信アンテナ部101が受信した受信信号には、複数の無線伝送路チャネルを経由したユ
ーザ信号成分と、干渉信号成分、雑音が重畳されている。また、複数の無線伝送路チャネ
ルを経由することで、同一のユーザ信号成分でも遅延の異なるマルチパス成分が存在する
ことになる。
【００２８】
　無線受信部102は、受信アンテナ部101が受信した受信信号を基に、受信信号の増幅、無
線帯域から基底帯域への周波数変換、直交検波、アナログからデジタルに変換する処理な
どを行い、周波数オフセット補正部103に出力する。
【００２９】
　周波数オフセット補正部103は、周波数オフセット決定部106から出力された周波数オフ
セットを基に、無線受信部102から出力された受信信号に含まれる周波数オフセットを補
正し、その補正した受信信号を復調部104に出力する。具体的には、周波数オフセット補
正部103は、無線受信部102から出力された基底帯域の受信信号の各シンボルに対し、周波
数オフセット決定部106から出力された周波数オフセットに対応する位相回転処理を行う
ことになる。
【００３０】
　図３に示す受信装置は、周波数オフセット補正部103を、無線受信部102の後段に配置す
ることにしたが、周波数オフセット補正部103の機能を、無線受信部102内の局部発信器の
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周波数を制御する方法で実現するように構築することも可能である。
【００３１】
　復調部104は、周波数オフセット補正部103から出力された受信信号を基に、復調信号を
生成する。復調信号の生成方法としては、以下の方法が挙げられる。
【００３２】
　複数のユーザ信号が多重化されたユーザ信号成分から特定のユーザ信号成分を分離する
方法。
　特定のユーザ信号成分のマルチパス成分のタイミング、即ち、パス遅延の検出及び選択
を行う方法。
　マルチパス成分毎の無線伝送路チャネルを推定する方法。
　マルチパス成分の合成を行う方法。
【００３３】
　なお、上述した特定のユーザ信号成分は、任意に設定変更することが可能である。また
、複数のユーザ信号が多重化されたユーザ信号成分から特定のユーザ信号成分を分離する
方法、パス遅延の検出及び選択を行う方法は、特に限定するものではなく、あらゆる方法
が適用可能である。また、上記方法により検出及び選択するパス遅延の数も特に限定する
ものではなく、任意の数のパス遅延を検出したり、パス遅延を選択したりするように構築
することが可能である。
【００３４】
　パス遅延の検出方法としては、特定のユーザ信号の既知のシンボル（パイロットシンボ
ル等）を用いて、パス遅延の検出を行う方法が挙げられる。また、パス遅延の選択方法と
しては、所定の選択基準に従い、その選択基準を満たすパス遅延を選択する方法が挙げら
れる。
【００３５】
　上記の選択基準としては、以下のものが挙げられる。
　特定のユーザ信号成分の大きな上位M（Mは1以上の整数）個のパス遅延。
　特定のユーザ信号の信号対干渉電力比（SIR : Signal to Interference Ratio）の大き
な上位M（Mは1以上の整数）個のパス遅延。
　特定のユーザ信号成分が閾値よりも大きなパス遅延。
　特定のユーザ信号の信号対干渉電力比が閾値よりも大きなパス遅延。
【００３６】
　また、マルチパス成分毎の無線伝送路チャネルを推定する方法は、特に限定するもので
はなく、あらゆる方法が適用可能である。無線伝送路チャネルの推定方法としては、特定
のユーザ信号の既知のシンボル（パイロットシンボル等）を用いて、無線伝送路チャネル
の推定を行う方法が挙げられる。
【００３７】
　復調部104は、上述した方法を用いて復調信号を生成することになる。復調部104は、上
記生成した復調信号をユーザ復調信号として受信装置の後段に位置する装置に出力する。
また、復調部104は、マルチパス成分毎に推定した無線伝送路チャネルの推定結果を、周
波数オフセット推定部105に出力する。
【００３８】
　周波数オフセット推定部105は、復調部104から出力されたマルチパス成分毎の無線伝送
路チャネル推定結果を基に、受信信号の周波数オフセットを推定する。そして、周波数オ
フセット推定部105は、上記推定した推定周波数オフセットを、ユーザ周波数オフセット
として受信装置の後段に位置する装置に出力する。また、周波数オフセット推定部105は
、推定周波数オフセットを、周波数オフセット決定部106、周波数オフセット推定パラメ
ータ決定部107、復調パラメータ決定部108に出力する。
【００３９】
　周波数オフセット推定部105で行う周波数オフセットの推定方法は、特に限定するもの
ではなく、あらゆる推定方法を適用することが可能である。周波数オフセットの推定方法
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としては、マルチパス成分毎の無線伝送路チャネル推定結果に対し、その推定結果の精度
に応じた重み付けを行い、合成無線伝送路チャネル推定結果を生成する。そして、その生
成した合成無線伝送路チャネル推定結果の単位時間当たりの位相回転量を求める方法が挙
げられる。
【００４０】
　マルチパス成分毎の無線伝送路チャネル推定結果の精度を比較するための判断材料とし
ては以下の材料が挙げられる。
【００４１】
　マルチパス成分毎の無線伝送路チャネル推定結果の信号対干渉電力比。
　マルチパス成分毎の無線伝送路チャネル推定結果の分散。
【００４２】
　周波数オフセット決定部106は、周波数オフセット推定部105で推定した推定周波数オフ
セットを基に、周波数オフセット補正部103で実際に補正を行う周波数オフセットを決定
し、該決定した周波数オフセットを周波数オフセット補正部103に出力する。これにより
、周波数オフセット補正部103は、周波数オフセット決定部106で決定した周波数オフセッ
トを基に、無線受信部102から出力された受信信号に含まれる周波数オフセットを補正す
ることが可能となる。
【００４３】
　周波数オフセット決定部106で行う周波数オフセットの決定方法は、特に限定するもの
ではなく、あらゆる決定方法を適用することが可能である。決定方法としては、推定周波
数オフセットから得られる以下の情報を使用する方法が挙げられる。
【００４４】
　推定周波数オフセットの大きさ（時間平均または移動平均により求めた大きさ）。
　推定周波数オフセットの単位時間当たりの変化量。
　推定周波数オフセットの分散。
【００４５】
　周波数オフセット推定パラメータ決定部107は、周波数オフセット推定部105で推定した
推定周波数オフセットを基に、周波数オフセット推定部105の周波数オフセット推定時に
使用するパラメータを決定し、該決定したパラメータを周波数オフセット推定部105に出
力する。これにより、周波数オフセット推定部105は、周波数オフセット推定パラメータ
決定部107で決定したパラメータを基に、受信信号の周波数オフセットを推定することが
可能となる。
【００４６】
　推定オフセット推定パラメータ決定部107で行うパラメータの決定方法は、特に限定す
るものではなくあらゆる決定方法が適用可能である。パラメータとしては、以下の情報が
挙げられる。
【００４７】
　無線伝送路チャネル推定結果のサンプリングのタイミング（周期）。
　推定周波数オフセットの大きさ（時間平均または移動平均により求めた大きさ）を得る
ための忘却係数。
【００４８】
　また、周波数オフセット推定時に使用するパラメータの決定方法として、推定周波数オ
フセットから得られる以下の情報を使用する方法が挙げられる。
【００４９】
　推定周波数オフセットの大きさ（時間平均または移動平均により求めた大きさ）。
　推定周波数オフセットの単位時間当たりの変化量。
　推定周波数オフセットの分散。
【００５０】
　復調パラメータ決定部108は、周波数オフセット推定部105で推定した推定周波数オフセ
ットを基に、復調動作時に使用するパラメータを決定し、該決定したパラメータを復調部
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104に出力する。これにより、復調部104は、復調パラメータ決定部108で決定したパラメ
ータを基に、復調信号を生成することが可能となる。
【００５１】
　復調パラメータ決定部108で行うパラメータの決定方法は、特に限定するものではなく
、あらゆる決定方法が適用可能である。パラメータの例としては、以下の情報が挙げられ
る。
【００５２】
　単位時間毎の無線伝送路チャネル推定値を重み付け合成する際の係数。上記係数は、復
調部104でマルチパス成分毎の無線伝送路チャネルを推定する際に使用することになる。
【００５３】
　また、パラメータの決定方法としては、推定周波数オフセットから得られる以下の情報
を使用する方法が挙げられる。
【００５４】
　推定周波数オフセットの大きさ（時間平均または移動平均により求めた大きさ）。
　推定周波数オフセットの単位時間当たりの変化量。
　推定周波数オフセットの分散。
【００５５】
　推定周波数オフセットの大きさ（時間平均または移動平均により求めた大きさ）、推定
周波数オフセットの単位時間当たりの変化量、推定周波数オフセットの分散などの情報か
らは、基地局100と移動端末200との間の固定的な周波数ずれを除くと、移動端末200の移
動の状態を推測することが可能となる。具体的な例としては、以下の項目が挙げられる。
【００５６】
　基地局100からの見通し範囲内において、移動端末200が基地局100に対して近づいてい
るか、または、遠ざかっているか。
　基地局100からの見通し範囲内において、移動端末200が基地局100に対して近づくまた
は遠ざかる速度。
　基地局100からの見通し範囲内において、移動端末200と基地局100との間の距離。
【００５７】
　基地局100からの見通し範囲内とは、基地局100と移動端末200との間に遮蔽物が存在し
ない状態を意味する。これにより、基地局100は、移動端末200の移動の状態に応じて、復
調部104の復調動作を最適化することが可能となるため、受信信号の復調動作を精度よく
行うことが可能となる。また、基地局100からの見通し範囲外においても、移動端末200が
見通し範囲内にあるものと想定して同様の復調動作を行うことで、受信信号の復調動作を
精度良く行うことが可能となる。
【００５８】
　周波数オフセット決定部106、周波数オフセット推定パラメータ決定部107、復調パラメ
ータ決定部108において用いられる推定周波数オフセットから得られる情報が共通である
場合には、それらの共通の情報を周波数オフセット推定部105において予め生成する。そ
して、その生成した情報を、周波数オフセット決定部106、周波数オフセット推定パラメ
ータ決定部107、復調パラメータ決定部108に送信するように構築することも可能である。
【００５９】
　＜本実施形態の作用・効果＞
　このように、本実施形態における受信装置は、受信信号から推定した推定周波数オフセ
ット、および、その推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、周波数オフセット
推定部105の周波数オフセット推定動作時、周波数オフセット補正部103の周波数オフセッ
ト補正動作時、復調部104の復調動作時に使用するパラメータを制御する。これにより、
受信信号の復調動作の精度を向上させることが可能となる。
【００６０】
　例えば、上記特許文献１、２に開示されている受信装置は、図４に示すような構成を構
築することになる。そして、受信信号から推定した推定周波数オフセット、および、その
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推定周波数オフセットから得られる情報に応じて、周波数オフセット推定部105’の周波
数オフセット推定動作時、周波数オフセット補正部103’の周波数オフセット補正動作時
に使用するパラメータのみを制御し、復調部104’の復調動作時に使用するパラメータを
制御していないことになる。このため、受信信号の復調動作を精度よく行うことができな
いことになる。
【００６１】
　これに対し、本実施形態における受信装置は、図３に示すように、復調部104の復調動
作時に使用するパラメータも制御しているため、受信信号の復調動作の精度を向上させる
ことが可能となる。
【００６２】
　なお、上述する実施形態は、本発明の好適な実施形態であり、上記実施形態のみに本発
明の範囲を限定するものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲において種々の変更を
施した形態での実施が可能である。
【００６３】
　例えば、本実施形態における通信システムは、多重アクセス方式に限定するものではな
く、あらゆる通信方式に適用可能である。
【００６４】
　また、上述した本実施形態における通信システムを構成する各装置における制御動作は
、ハードウェア、または、ソフトウェア、あるいは、両者の複合構成を用いて実行するこ
とも可能である。
【００６５】
　なお、ソフトウェアを用いて処理を実行する場合には、処理シーケンスを記録したプロ
グラムを、専用のハードウェアに組み込まれているコンピュータ内のメモリにインストー
ルして実行させることが可能である。あるいは、各種処理が実行可能な汎用コンピュータ
にプログラムをインストールして実行させることが可能である。
【００６６】
　例えば、プログラムは、記録媒体としてのハードディスクやROM（Read Only Memory）
に予め記録しておくことが可能である。あるいは、プログラムは、リムーバブル記録媒体
に、一時的、あるいは、永続的に格納（記録）しておくことが可能である。このようなリ
ムーバブル記録媒体は、いわゆるパッケージソフトウエアとして提供することが可能であ
る。なお、リムーバブル記録媒体としては、フロッピー（登録商標）ディスク、CD-ROM（
Compact Disc Read Only Memory）、MO（Magneto optical）ディスク、DVD（Digital Ver
satile Disc）、磁気ディスク、半導体メモリなどが挙げられる。
【００６７】
　なお、プログラムは、上述したようなリムーバブル記録媒体からコンピュータにインス
トールすることになる。また、ダウンロードサイトから、コンピュータに無線転送するこ
とになる。また、ネットワークを介して、コンピュータに有線で転送することになる。
【００６８】
　また、本実施形態における通信システムは、上記実施形態で説明した処理動作に従って
時系列的に処理を実行するのみならず、処理を実行する装置の処理能力、あるいは、必要
に応じて並列的にあるいは個別に処理を実行するように構築することも可能である。
【００６９】
　なお、この出願は、２００８年１月２１日に出願した、日本特許出願番号２００８－０
１０４５１号を基礎とする優先権を主張し、その開示の全てをここに取り込む。
【産業上の利用可能性】
【００７０】
　本発明は、セルラ移動通信システムを構成する基地局、移動端末等の通信装置の受信部
に適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
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【図１】本発明と関連する通信システムのシステム構成例を示す図である。
【図２】本実施形態の通信システムのシステム構成例を示す図である。
【図３】本実施形態の通信システムを構成する基地局、移動端末等に搭載される受信装置
の内部構成例を示す図である。
【図４】本発明と関連する受信装置の内部構成例を示す図である。
【符号の説明】
【００７２】
　１００　　基地局
　２００　　移動端末
　１０１　　受信アンテナ部
　１０２　　無線受信部
　１０３　　周波数オフセット補正部
　１０４　　復調部
　１０５　　周波数オフセット推定部
　１０６　　周波数オフセット決定部
　１０７　　周波数オフセット推定パラメータ決定部
　１０８　　復調パラメータ決定部

【図１】 【図２】
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